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地産地消・食育とSDGsとの関連性
　SDGs とは持続可能でより良い世界の実現を目指す世界共通の 17の目標のことで、地産地消・

食育と関連性の高い目標もあります。当町でも目標の達成に向けた取り組みを推進していきま

す。

地産地消・食育と関連性が高い目標

目標 2：飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。

目標 4：すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。

目標 12：持続可能な消費生産形態を確保する。

地産地消とは？
　地域で生産されたものを地域で消費す
ることや、その活動を通して生産者と消
費者を結びつける取り組みのことです。

食育とは？
　生きる上での基本であり、知育・徳育・
体育の基礎となるものであり、様々な経験
を通じて「食」に関する知識と「食」を選
択する力を習得し、健全な食生活を実践で
きる人間を育てることです。

横芝光町の地産地消・食育の推進方針
　横芝光町では幅広い町民の参加のもと「食」について学び、体験し、五感を育成するといっ
た生涯にわたる教育として「食育」を推進するとともに、安全・安心な農林水産物の地域
内消費を目的として「地産地消」を推進します。

（画像出典：国際連合広報センター）



地産地消・食育推進のイメージ図

【現　状】　ライフスタイルの多様化と社会環境の変化

●単独世帯の増加 ●食の外部化・簡素化
●女性の社会進出 ●調理離れ
●食の欧米化 ●外食産業の発展
●食料自給率の低下 ●生活習慣病等の増加
●放射性物質の問題や家畜 ●コロナ禍に伴う新たな日常
　伝染病・残留農薬等の問題

【課　題】　「食」に関する意識の低下・食習慣の乱れ

●栄養バランスの崩れ ●食品の安全性の確保
●不規則な食生活 ●食文化の伝承
●家庭での食育機能の低下 ●食品の食べ残し等の食品ロス
●地域農業や地場産農林水産物 ●地場産農林水産物の供給体制の確立
　の理解促進

【目　標】　楽しく食べる
町民一人ひとりが
●自らの「食」について、考えて、実践する習慣を身につける。
●食事を家族で楽しむ（６つの「こ食」（*1）の解消）。
●地域に伝わる食文化の理解を深める。
●生産者の顔が見える安全・安心な地産食材に関心を持ち、理解を深める。
●自然の恵みや安全安心な食材の提供に対し、感謝の気持ちを持つ。

（*１）６つの「こ食」：「孤食」独りで食べる、「個食」家族がばらばらなものを食べる、「固食」好きなものを食べる、「小食」食べ
る量が少ない、「粉食」粉物（パン、パスタや麺類など）ばかり食べる、「濃食」調理済み食品やファーストフードなど味の濃いも
のばかりを食べる。これら６つの「こ食」のこと。
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地産地消・食育推進における連携体制イメージ
●食の基礎知識を学ぶ（食を選ぶ力、食をつくる
力を育む）
●望ましい食習慣を身につける、家族の絆の醸成

●基本的施策にか
かるバックアッ
プ体制の確立
●情報の提供、地
産地消・食育の
普及啓発
●デジタル化への
対応

●地場産物コーナーの
設置
●流通経路の確保など

●安心して食べることのできる農
林水産物の供給

●環境へ配慮した農業経営の推進
●６次産業（生産・加工・販売）

●「育てる」「つくる」「食べる」の
一貫した食育活動の実施

●地区行事等での食育
活動、伝統食や食文
化の継承

●食育や地産地消
にかかるボラン
ティア活動、
アドバイス

食に関する学習の推進
地産地消の推進
安全で安心な農林水産物供給体制の推進
健全な食生活と健康の増進

保育所(園)
認定こども園
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生産者
生産者団体

地　域

地域ボランティア行　政

家　庭

流通業者

●活動者（地域ボランティア）とは、食育ボランティアや食生活改善協議会等の皆さんのこと
を指します。

●生産者団体とは、農林水産物及び農林水産物加工品の生産団体等のことを指します。
●流通業者とは、スーパー、小売業者、直売所等のことを指します。
●行政とは、千葉県や町健康こども課・教育課・社会文化課・産業課等の各関係部局のこと
を指します。

　地産池消・食育の推進は、幅広い町民の参加のもとに、家庭を基礎として、地域ボランティア・
学識経験者・生産者・消費者と学校・保育所（園）、認定こども園・健康づくりセンター等の各
関係機関が十分連携しつつ、多様な活動を総合的に展開することが必要です。

地産地消・食育の推進体制



　よりよい食生活が送れるよう自ら考え、行動できるよう望ましい食習慣を身
につけるとともに、「食」への関心や感謝の気持ちを高め、食事の適切なマナー
や慣例などの習慣を身につけるための学習を推進します。

推進方針の実現のための４つの基本施策

基本施策 1　食に関する学習の推進

●分野別方針

子どもへの食育の重要性
→よく噛んで味わっ
てたべる、バランス
のよい食事の定着、
食事のマナーや感謝
の気持ちを育む

地域での食育の実施
→食生活改善推進委員
等の地域ボランティア
の育成、地域に伝わる
郷土料理・伝承料理の
啓発活動

小中学校での食育の実施
→段階に応じた各教
科での食に関する指
導の推進

イベント等による
食育の推進
→各種イベントを通
じた食育啓発・地場
産農畜産物への関心
と生産者と消費者の交流の推進

高校での食育の実施
→食生活の自立に
向けた学習の充実

保育所等での食育の実施
→発育、発達の過程
に応じた計画的な食
事の提供・食育活動
を通じた健康な心と
体の育成

家庭での食育の実施
→「日本型食生活」の中心となる「ごは
ん食」と朝ごはんの推進、
家庭における食料品
の備蓄の普及啓発



地元産品の生産・販売振興
→担い手の確保・育成、ちばエコ農業、
エコファーマー等環境にやさしい農業の
推進

直売所、大型スーパー、小売店等に
よる地場産農林水産物の流通
→スーパーマーケット等での地場産コー
ナー設置の普及
　郷土料理・伝統料理の普及・啓発によ
る地場産農林水
産物の消費拡大

学校給食等での地場食材の活用
→小・中学生の安全・安心な学校給食の
提供や給食指導等を通し、児童生徒への
理解促進を図る

地産地消の情報収集と提供
→町の広報・パンフレット・町ホームペ
ージ等のインターネット・デジタルツー
ルを活用した情報の発信

農業協同組合等集荷団体との連携
→農協等と連携し、食育活動の円滑化を
図る

地産地消の重要性
→生産者と消費者の「顔が見え、話がで
きる」関係をつくり、信頼関係の構築を
図る
　地域ブランドやご当地グルメの開発な
どを地域活性化
策のひとつとし
て推進

　地産地消とは「地域で生産されたものを、その地域で消費する」ことをいい
ます。町では新鮮で栄養価の高い旬の地域食材を多く活用・供給できるよう努め、
地域内消費を促進し、地域の食文化の理解や郷土精神を育むよう推進します。

基本施策 2　地産地消の推進

●分野別方針



　農林水産物の安全・安心な供給体制の確立を促進し、生産や衛生の管理体制
の普及を図り、環境に配慮した生産への取り組みを支援、推進します。

基本施策 3　安全で安心な農林水産物供給体制の推進

●分野別方針

生産から食卓までの食品の安全の確保
→消費者の安全確保の取り組みとして、
GAPや HACCP 方式等の導入の推進
　人と環境に配慮した生産方法の導入
地域農産物の直売施設・加工施設の衛生
管理体制の強化

消費者の信頼の確保
→各種イベントを通じた生産者と消費者
の交流を図り「顔が見える」農業の推進
　環境保全型農業の支援

想定エネルギー量
2,200kcal±200kcal（基本形）



　健全な食生活が送れるよう各ライフステージに応じた普及啓発を図り、生涯
にわたり健康の維持・増進が図れるよう推進します。

基本施策 4　健全な食生活と健康の増進

●分野別方針

食と健康づくり
→「食」を通じて健康づくりに関心をもち、自らの健康管理が
できるようにサポートしていくため、広報・事業等で情報提供
メタボリックシンドロームの予防等を中心に健康づくりの知識
の普及・啓発

ライフステージごとの取り組みの推進
→町と食生活改善協議会が連携し、ライフステージごとに健康と食生活に関する正しい知
識の普及と生活習慣病予防の啓発活動の実施
　　
　妊娠前からの適切な食生活の重要性や妊婦等を対象とした生活習慣の改善に関する健康
教育、栄養指導等の保健指導の実施

　母乳育児や離乳食の進め方など、子育てを行っている家庭に対する食生活に関する情報
提供や指導の実施

　家庭や学校と協力し、学童期や思春期を対象とした小児生活習慣病予防の実施

　成人期を対象とした適正な食生活と生活習慣に関する情報の提供や健康教育の実施

　栄養量を確保できるように高齢期の適正な食生活についての普及

　全世代において健康な歯や口腔づくりの推進進


